
 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽ 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                                                                                                                                 

                                        平成２６年度 

                                        別海町立野付小学校 

                                        学校だより №３ 

                                        平成２６年５月３０日 

                                        発行責任者 

                                         校長 音 川 忠 志 

 水芭蕉が終わりを迎え、木々の緑は日増しに色濃く鮮やかになってきました。今日も、子どもたちは運動

会の練習に元気いっぱいに取り組んでいます。 

 さて、今年の大運動会は６月８日（日）に開催します。運動会は、目標を立て、それに向かって努力して

きた姿を見ていただく機会です。運動会の種目は、個人・団体・表現に分かれ、それぞれの種目でねらいが

異なってきます。 

 個人種目は、自分のもっている最大限の力を発揮すること、団体種目は、勝利を目指しながらも、仲間と

力を合わせたりチームワークを高めながらより良い方法を考えること、表現種目は、表現の楽しさや喜びに

触れながら、お互いのよさを認め合い助け合って練習や発表をすることをねらいにしています。 

また運動会は、種目に参加するだけが目的ではありません。４年生以上の児童が５つの係に分かれて

運動会を支えます。審判係は、努力の結果を記録として残すための重要な役割を担っています。 

ゴール後も緊張が解けない子どもたちですが、審判係に何位だったのかを告げてもらうことで初めて表

情が緩みます。活動内容を全て紹介できませんが、開閉会式担当の書記局・児童誘導係・用具係・放送

係。どれ１つ欠けても、運動会を円滑に進めることはできません。当日は、種目ごとの応援はもちろん

のこと、運営を担う子どもたちの活動にも注目していただければと思います。 

野付小学校の運動会には、「ＰＴＡ綱引き」や各学年の親子種目、さらには 

祖父母も幼児、中学生が参加する種目と、保護者・地域の皆様にも協力を 

お願いするものがあります。ぜひ、日頃の運動不足の解消も兼ねて、積極的に 

参加していただければ幸いですが、お怪我には十分注意してください。場合によっては、適度なストレ

ッチなどをされたうえで、楽しく参加していただければと思っております。 

○最後に、運動会当日には、たくさんの声援をお願いします。子どもたちは、その声に応えようとし、

より一層輝きを増すことと思います。そして、子どもたち自身で、自分の成長が実感できる運動会とな

るよう、ご協力のほど、どうぞよろしくお願いします。 

                                      校長 音川 忠志 

 

「運動会で輝け！」 

 

＜早期発見＞ 

○子どもの様子をよく見る 

 ・全校児童を全教職員で見守る 

○子どもの声を聞く 

 ・アンケート、面談の実施 

 ・日常のトラブルに配慮 

○お家からの情報をお願いする 

 ・家庭訪問、面談、参観日 

 ・連絡帳、電話 

＊子ども達の何気ない 
 変化をいかに 
 気づくかが 
大切です。 

 

いじめ防止 
【根っこにある考え】 

①「いじめは人間として

絶対に許されない」と

いう強い認識 

②「いじめは、どの学校

でも、どの子にも起こ

りうる」という危機感 

③「いじめられている子

を最後まで守り抜く」

という信念 

＜発見したら＞ 

○「校内子ども支援委員会」で協議 

 ・校長、教頭、指導部部長、担任 

○「いじめたい策委員会」で協議 

 ・学校関係者、ＰＴＡ・学校評議員、

教育委員会・警察 

 

＜道徳教育の充実＞ 

○道徳の授業の充実 

 「私たちの道徳」、授業公開 

○人権教育 

○体験教育の充実 

 


